
令和６年度

4月
（第11期男女平等推進審議会委員委嘱）

◎(仮称)第７次行動計画(案)の諮問、計画策定事業概要説明

◎令和５年度第６次男女共同参画行動計画推進状況確認・評価

◎（仮称）第７次行動計画策定スケジュール確認

◎市民意識調査、市職員意識調査の概要・調査項目の検討・修正

◎令和５年度第６次男女共同参画行動計画推進状況確認

◎令和５年度第６次男女共同参画行動計画推進状況評価・ヒアリング実施

◎市民意識調査、市職員意識調査結果について（経過報告、速報）

◎令和５年度第６次男女共同参画行動計画推進状況に係る提言案の検討

◎市民意識調査、市職員意識調査結果について（分析結果の確認、今後の課題確認）

◎令和５年度第６次男女共同参画行動計画推進状況に係る提言案の検討

◎令和５年度第６次男女共同参画行動計画推進状況に係る提言の最終確認

◎市民意識調査、市職員意識調査結果報告書の配布

令和７年度 ◎（仮称）第７次行動計画策定スケジュール確認

◎第６次行動計画の現状と課題の確認（第１０期提言、意識調査結果含む）

◎令和６年度第６次男女共同参画行動計画推進状況確認・評価 ◎審議会の修正意向の確認・検討

◎（仮称）第７次行動計画の基本方針、行動計画(骨子・各論)について

◎（仮称）第７次行動計画の計画分野と体系図等の検討　他

◎（仮称）第７次行動計画（素案）の検討・作成 ◎素案の確認

◎パブリックコメント、市民懇談会等の実施

◎取組結果の検討、回答修正案について

◎令和６年度第６次男女共同参画行動計画推進状況評価・ヒアリング実施

◎令和６年度第６次男女共同参画行動計画推進状況に係る提言案の検討

◎令和６年度第６次男女共同参画行動計画推進状況に係る提言の最終確認

◎（仮称）第７次行動計画（案）の確認・答申　他

※  委託業者の男女平等推進審議会への出席は、第2回～第12回とする。

（ただし、会議回数・取組（案）は事業の進捗等により変更することがあるものとする。）
※  庁内の検討は、庁内検討会議のほか、文書照会等の手法を併用して行う。

5～6月 第１回

第７回
第８回
第９回
第10回

第１回

10～1月
第11回
第12回

第２回

9～10月 第3回 第２回
◎市民意識調査、市職員意識調査
結果について（分析結果の確認、
今後の課題確認）　他

2～3月 第13回

◎パブリックコメント、市民懇談
会等の取組結果の確認　他

11～12月 第4回

1月 第5回

2～3月 第6回

第
11
期

7～8月 第2回 第１回

◎市民意識調査、市職員意識調査
の概要・調査項目の検討　他

◎第６次行動計画の見直し方針の
確認

4～9月
◎計画に盛り込む事業項目案の確
認・検討　他

（仮称）第７次男女共同参画行動計画策定にかかる検討会議概要（予定）

年　月
男女平等

審議会における取組（案）
庁内検
討会議

庁内検討会議の取組（案）
推進審議会


